
熊本県臨床調査個人票電子化等推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省

令第121号）第１５条第１項第１号に規定する難病指定医及び同項第２号に規定する

協力難病指定医（以下、「難病指定医等」という。）が勤務する医療法（昭和23年法

律第205号）第７条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第８条

の規定に基づき届出をした診療所（以下、「指定医の勤務する医療機関」という。）

が行う臨床調査個人票電子化等推進事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交

付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和56年熊本県規

則第34号、以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

よるものとする。 

 

（補助対象） 

第２条 この補助金は、難病特別対策推進事業実施要綱（平成4年3月31日付け健発0331

第16号厚生労働省健康局長通知別紙）に基づき行われる特定医療費支給事務における

臨床調査個人票のオンライン化等に向けて指定医の勤務する医療機関が行う業務シス

テムの改修等の環境整備事業（以下「補助事業」という。）を交付の対象とする。 

 

（補助対象経費等） 

第３条 補助事業における補助基準額、補助対象経費、補助率及び補助金額は、次表の

とおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

補助基準額 補助対象経費 補助率 補助金額 

１医療機関当

たり１００千

円 

特定医療費支給事務におけ

る臨床調査個人票の電子化等

の環境整備に必要な需用費、

役務費、委託料、備品購入費、

負担金 

２分の１

以内 

補助基準額と補助対象経費

の実支出額から寄附金その他

の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額に補助率

を乗じて得た額とし、補助上

限額を５０千円とする 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による申請書の様式は、別記第１号様式とし、これに

次の書類を添えて、知事に対し提出するものとする。 

（１）補助金所要額調書（別記第２号様式） 

（２）対象経費支出予定額明細書（別記第３号様式） 

（３）収支予算書（別記第４号様式） 

（４）見積書の写し 

（５）その他知事が必要と認める書類 



２ 前項の申請書の提出期限は、知事が別に定めるものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条 補助金の交付の条件は、規則第５条第１項各号に掲げるもののほか、次に定め

るとおりとする。 

  なお、規則第５条第１項各号及び次の各号のいずれかに該当する場合には、あらか

じめ知事に報告してその承認又は指示を受けなければならない。 

（１）他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部又は全部の負担を受け、又は

補助を受けている場合は補助の対象としないこと。 

（２）事業計画の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機

械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。）第１４

条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事

の承認を受けることなく、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならないこと。 

（３）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

（４）事業計画の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図

らなければならないこと。 

（５）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、別記第１４号様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する

年度の翌々年度５月３１日までに知事に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所 

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所 

等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の 

申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を県に返還しなければならない。 

（８）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定日（事業中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了の翌年度か

ら５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の

増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する

日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定

める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（決定の通知） 



第６条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書

（別記第５号様式）により行うものとする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第７条 補助事業の内容の変更をしようとする場合は、事前に変更申請書（別記第６号

様式）に次の書類を添えて提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、事

業目的を変えない軽微な変更の場合はこの限りではない。 

（１）変更補助金所要額調書（別記第２号様式準用） 

（２）対象経費支出予定額明細書（別記第３号様式準用） 

（３）収支予算書（別記第４号様式準用） 

（４）その他知事が必要と認める書類  

２ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助金変更決定通知

は、変更交付決定通知書（別記第７号様式）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条第１項の規定による実績報告書の様式は、別記第８号様式とし、

これに次の書類を添えて、知事に提出するものとする。 

（１）補助金精算額調書（別記第９号様式） 

（２）対象経費支出済額明細書（別記第１０号様式） 

（３）収支決算書（別記第１１号様式） 

（４）領収書等の写し 

（５）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後３０日を経過した日又は補助事業の実

施年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、補助金交付確定通知書

（別記第１２号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１０条 指定医の勤務する医療機関は、補助金の請求をしようとするときは、補助金

交付請求書（別記第１３号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１１条 知事は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって助成を得たも

のに対し、その返還を求めることができる。 

２ 前項の規定により返還請求を受けたものは、速やかに知事に返還しなければならな

い。 

 



（検査等） 

第１２条 知事は、補助事業の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補

助事業者に対して遂行状況の報告を求め、または帳簿書類等を検査することができ

る。 

 

（その他） 

第１３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める

ものとする。 

 

附則 

１ この要綱は、令和５年７月５日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和６年９月１１日から施行する。 

 


